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経済論叢 〔京都 ノく学〕第170巻 第2号 、2W2年8月

プロイセン統計局.の設立 と国家統計表(2)

長 屋 政 勝

mホ フマンのもとでの統計局再建

1統 計 局 再 建 の動 きは1808年 末 か ら始 ま るu。12月16日 に 布 告 され た 「最 高

行 政 官 庁 の 変 革 に 関す る勅 令 」 の 中 に,内 務 省 に属 す る統 計 収 集 と編 成 の た め

の部 署 の 設立 が 盛 られ て い る。 内 局 政 治 に替 わ り中央 省 庁 と して 内務 ・財務 ・

司 法 ・外 務 ・軍 務 の5省 が 設 け られ 内 閣合 議 制 が 発 足 し,ま た これ ま で の 地 方

行 政 制度 が 改 め られ 軍 事 ・御 料 地 庁 が 廃 止 され 県制 が しか れ,内 務 省 と県 庁 の

行 政 ルー トに そ って統 計 報 告 が 収 集 さ れ る こ とに な り,県 知 事 に報 告 作 成 の指

示 が与 え られ る こ とに な った 。

.1809年 に入 り政情 が比 較 的安 定 し,秋 には ベ ル リン に首都 機 能 が戻 りつ つ あ

る 中,再 建 の動 き も加 速 す る。 この動 き は,2月21日 ホ フマ ンの 手 に よ って再

建 の た め の覚 書 が 執 筆 され,統 計 局 の課 題 と新 た な構 成 につ い て の具 体 案 が提

示 さ れ た こ とに始 ま る。

ホ フマ ンは ハ レ大学 と ラ.イプ ツ ィ ヒ大 学 に学 んだ 後,1803年 か ら東 プ ロ イセ

ンの 軍事 ・御 料 地庁 に お い て建 設 部 門 の官 職 に就 い て い る。1807年 にス ミス主

義 者C、J.ク ラ ウ.スの 後任 と して ケ 一 二 ヒス ベ ル ク大 学 の 実 践 哲 学 と官 房 学 の

教授 に就 任 す る。1808年,内 務 省 に お け る営 業 部 門 の内 閣 顧 問 官 と な る。 後 述

す る よ うに,1810年 に は創 設 さ れ た ベ ル リ ン大 学 の国 家 学 教授,同 時 に プ ロ イ

セ ン統 計 局 長 に就 任 す る。18止6-21年 に は外 務 省参 議 官 を兼 務 して い る(こ の

1}以 下.統 計 局 再 建 の 経 過 に つ い て は.R.Boeckh.∬ 〃r"'`.無 ♂,4η島S.12-15,(♪.Bらhre,G6∫ 罐 が訪.

r,,S.364-378,'/.orG・,chi・ht・.・.・.〔}.,S.4-9、 を 参 照 。
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間 パ リ,ロ ン ド ン,ウ ィ ー ン の 会 議 に 列 席 す る)。1826年 に は ベ ル リ ン 大 学 に

戻 り,34年 ま で 教 授 職 を 務 め る 。1844年,統 計 局 長 の 席 を デ.イ ー テ リ チ に 譲 り

退 任 す る 。 以.上 の よ う な 経 歴 を も っ た 人 物 で あ る が,既 述 の よ う に,先 に ク

ル ー ク の 統 計 表 案 に対 す る ア ウ エ ル ス ワ ル ト鑑 定 書 で そ の 国 家 統 計 に 関 す る 理

解 の 深 さ が 知 ら れ る こ と に な っ て い だ1、 こ の 当 人 に2月13日 に 内 務 担 当 国 務

大 臣A.v.ド ー ナ か ら 統 計 局 再 建 案 の 起 草 が 委 嘱 さ れ て い た 。 こ の 案 に も とづ

い て,同 年10月6口 に な っ て,ド ー ナ か ら 財 政 担 当 国 務 大 臣K.v.ア ル テ ン

シ ュ タ イ ンへ の 統 計 局 再 建 の た め の 書 簡 が 送 ら れ る こ と に な る 。 そ の 内 容 は 要

約 す る と以 下 の よ う に な る 、,

ま ず,統 計 局 の 目 的 は,「 プ ロ イ セ ン 国 家 の 諸.力 を 認 識 す る た め の 資 料 を 可

能 な 限 り完 全 に 収 集 し,上 位 官 庁 が そ こ か ら い つ で も簡 単 に 国 力 の 現 状 な ら び

に そ の 増 減 に 個 々 のIIll来 事 や 指 令 が お よ ぼ す 作 用 に 関 す る 明 確 な 概 括 を 人 手 で

き る よ う に 配 列 す る 」 こ と に あ る 。

国 力 と は 土 地 と人 間 か ら 成 る 。 自 然 の 与 え る 原 材 料 と は 何 か,こ の 材.料 か ら

資 本 と労 働 に よ っ て 生 み 出 さ れ る もの は 何 か,こ れ が 問 題 と な る 。 従 い,資 料

収 集 は ① 地 理 的 部 分 と② 人 類 学 的 部 分 の2つ に ま た が り,① で は 土 地 の 認 識 に

関 す る.切 の 資 料,ま た ② で は 国 家 経 済 的 関 係 の 中 で 住 民 の 状 態 を 認 識 す る た

め に算 定 さ れ る も の を 考 え に 入 れ て,同 じ く一 切 の 資 料 の 収 集 ・配 列 ・保 管 に

あ た る も の と し,そ れ ぞ れ に 収 集 官 と し て 専 門 の 委 員(Mitghed)1名 を 配 置

2)な お,ホ フマ ンIJoha皿G軋}ttfriedHQrrr【 川nr】)は1765年7月19日 ブ レスラウに生れ,1847年

11月12ロ ベ ル リンにて31歳 で死去 している。その活動 によ って,プ ロ イセ ン統計局 を 「全 ヨ一

口 ソバにと り模範施設」 〔0.Bじhre、G眠'`此.hl"S.391)と なる優 れた機関に仕立てた とされ る。

経 済学者 として のホフマ ンの立場は 自由主義経済政策の推進 者のそれで あって,1813年12月 か ら

国家宰相ハ ルテ ンベルクの経1斉顧問 を務め なが ら,プ ロイセンにおける営業の 自由化 を推 し進め,

関税 と税 の新 シ ステム設.i匿のた めに尽力 した.国 家貨幣制度の確立で も活躍 し,当 人 は金本位制

度 の擁 護者 として知 られて いる、、その略 歴について は,K.Inama・Stemegg,Hoffmann=∫Qhann

Gし,LL1riピdH.,且娠」P戯1加 甜、,Ud12、1880,S、598-604,C,M2itzel,Hl,ffm己 【m,]06.Go℃ ぽr.,

1f【加ぬ 記3脚`3拙 ∫乱,4、Anfl.,tad,1923,S.274-275,を 参照 のこ と.ま た,統 計局 とのか かわ

りにつ い て は,G、Ilanssen,D器sτatlstischeB〔iwauderpr已Lls3isch巳nMonarchieunterHoff・

m己エ【nundDhet∈rici、!レ訪 れ」雄7.pσ〃rガ∫fゐ♂,rO盈 ⑰pro規留 口2璽4∫わ百zrr沈u繍eη5`旗ノ診,N.F.,Bd10,

1853,S.329H.,H.Locoing,,ノ θ加 ηηGで」f4漉4Hqが け直配朋 撒4581'～孟η頗'αη爵「5`醐糊 ∫r`r酌ψ'

〃`ゐ'ηG岬'蟹'加"g砕8ど 【∬'凧Tel11,Hello,酬4,S.47-5】,を も参照孕
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する。さらに③として,収 集された資料を広義の政治算術を助けにしてまとめ

挙げ概括し,そ れを最上位官庁に提供する作業にあたる第3の 委員が要る。こ

うして統計局は3名 の委員か ら構成されるべ きとある。

次に3委 員に次のような具体的な業務内容が指定されている。

第1委 員には,全 土の地図と地誌の収集 ・保管が任務 となる。これは各地所面

積から始まり,高 度(永 準)測 定,河 川.・水路,海 岸 ・湖,山 脈 ・丘陵の配置,.

地質状況,さ らに資源分布,気 象観測 といった国家をとりまく自然条件 ・環境

に関する詳細事の報告収集である。

第2委 員は社会経済統計の収集にあたる。これは以下の3大 項目にまたがる。

a)人1旧 縁の収集 と秩序 づけ

地方官庁か ら送 られて きた出生 ・死亡記録 な らび に住民 の身分 と就業 構成報告,

この人 口につ いての 自然 的関係 と国民経 済的関係 にかかわ る2つ の資料 を収集 ・

整理す る

b>国 民ゐ生業手段(Mittelzu皿Erwerbe)

1.農 業 家畜 表,播 種 ・収穫量推計,造 林 収益推計,そ の他小規 模農耕 ・漁

業 ・狩猟,農 村工業か らの収益推計.

2,製 造 最重 要 とされ る営業 での資 本 と利子,営 業 での隆盛 ・平衡 ・沈滞状

況,そ れら変化 の事情 と原 因 ・結 果

3.商 業 消費税 ・関税記録,価 格.一覧 ・相 場表,船 舶 ・荷 馬車出入記録 によ

る商業 活動 とその成 果の評価

4,国 富 資本,保 険額,流 通証券,鋳 貨,利 子率 ・割 引率,国 庫や公共 団体

の財 産

⇔ 知的道徳 的文化 的状態

1.宗 派別教 会 ・聖職者 ・洗礼 者 ・聖体拝 領者 ・信 者数

2.修 養 施設(施 設数 ・出席 頻度 ・寄附)

3.出 版状 況(稼 動 印刷 機 ・書籍商 ・発刊雑 誌 ・新聞)

4.救 貧制度.(施 設数 ・基金 ・管理 ・収容 者数)

5,破 産数 と額
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6.訴 訟 件 数,特 に 名 誉 毀損 と離 婚 訴 訟

7.犯 罪 リ ス ト

さ ら に第3委 員 は収 集 され秩 序 づ け られ た 資料 か ら,最 も広 い 意味 で の 政 治

算 術 と必 要 な予 備 知 識 を も って有 効 な概 要 を ひ.き出 し事 柄 問 の依 存 関係 や 因 果

的 関連 を確 証 す る,こ う した総 括 的 な作 業 に あ た る任 務 が想 定 さ れ て い る3}。

第1・2委 員 の下 に は別 に 各1名 の補 助 者 が 記 録 ・発 送掛 と して 配 置 さ れ,

ま た不 規 則 な作 業 量 に対 処 す るた め に は 下級 職 員 を 臨 時職 員 と して採 用 し,単

純 な官 房 書記 作 業 は 内務 省 内で 処 理 す る とあ る。 加 え て3分 野 に わ た る統 一 性.

を確 保 す る た め に は 委 員 の 上 に座 る,す な わ ち 局 長(Director)職 に あ る ひ と

りの 人物 も必 要で あ る。 も と も との ホ フマ ン案 で は上 の 第3委 員 に この役 割 を

任 せ る とい う もので あ った。

統 計 局 の委 員 に よ って報 告 作 成 ・提 出 の指 令 が 作 成 さ れ るが,こ れ は省 の検

査(Revisi・n)を 受 け な けれ ば な ら な い 。 この 中 で 各 省 庁 か ら統 計 局 へ 送 られ

るべ き ものが 規 定 され,そ'の た め の書 式 と指 示 が 局 に よ って用 意 さ れ,提 出期

日が 決 め られ る。逆 に,統 計 局 は各 省 に対 し定 期 的 に全 般 表 と概 括 を提 出 し,

そ の他 に も要 請 に応 じて省 や局 の長 へ報 告 ・総 括 ・.諮問 を提 示 す る こ とを責 務

とす る。

最 後 に,上 記3委 員 の具 体 的 指 名 が あ り,第1委 員 に は これ まで プ ロ イセ ン

の 地 図作 成 で 実 績 の あ る軍 事 参 議 官K.エ ン ゲ ル ハ ル トを,第2委 員 に 同 じ く

軍 事 参 議 官 ク ルー ク をそ れ ぞ れ 政 務 参 議 官(Regierung島rath)に 昇 格 させ て任

用 し,そ して 第3委 員 に 寡 婦 年 金 問 題 の 数 学 的 処 理 に 功 績 を 示 した 数 学 者 め

ホ ー ベ ル ト教 授 を就 か せ た い とあ る。

3)す でにみたように,1805年 後半にクルークの手で起草された統計局の任務にも,収集 した資料

の 「政治算術」によった表示ということがいわれていた。ここでも統計局の作業に 「言葉の最も

.包括的な意味での政治算術」(ZurGeschichte,a.a.0.,S.4)を 助けにした研究ということが要

請されている。.これはこれまでの国状論にあった国家諸制度を主対象にした記述様式から,重 点

を経済活動と国民生活の数量的描写(国 土記述)に 移し,し かも単に緯数表示に終ることなく加

工を施すことによって全体の水準や構成,関 連や変化を明確に概括 ・要約し戸.かつ傾向性や規則

性を導出するという意味が込められている。.
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附 随 して 予 算 案 の提 示 もあ り,局 長職 に は 年1,8⑪Oタ ー レル,2人 の委 員 に

は そ れ ぞ れ1,500タ ー レル,2人 の補 助 者(枢 密 書 記 官)そ れ ぞ れ に800タ ー レ

ル,地 図 ・書 籍 購.入や 製 本 費,ま た 照 明 ・暖 房 費 と して60〔汐 一 レル.給 仕 人

に200タ ー レル,こ の 合計7,200タ ー レル を計 上 したい と してい る。

以.ヒの再 建 プ ラ ンを ア ル テ ン シ ュ タイ ンの 同意 を得 た上 で,両 者 の連 名で 国

一Eに 報告 した いが,い か が な ものか 。 これが ドー ナ 書 簡 の趣 旨 で あ る。

2ホ フマ ンの原 案 を.卜.敷きに した の が この ドー ナ 案 で あ るが,こ れ に関 しそ

の 後 約8か 月 年 間 に わ た る 財務 大 臣 との折 衝 が は さ ま る。 新 た な統 計 局 を どの

よ う な性 格 の 組織 に も って ゆ くか,こ の 点 につ い て 内 務 と財 務 の 筋 に は.見解 の

相 違 が み られ る,,

1809年10月27口 の 財 務 大 臣 ア ル テ ン シ ュ タ.イン の返 答 は,ド ー ナ案 で は統.計

局 の活 動 が 必 要 以1=に 広 範 す ぎ る とい う もので あ った 。 こ こで は徹 底 して実 務

的考 え に もとづ い た統 計 局 のあ り方が 採 られ てい る。 す な わ ち,統 計 局 設 立 は

諒 とす る も,必 要 以 ヒの詳 細 事 の報 告 は 要 ら な く,こ れ ま で の 基 本 的項 目で こ

と足 りて い る 、,従い,局 の拡 張 を含 ん だ提 案 に は躍 躇 せ ざ るを え な いDま して

や,現.ド は 国Lが 蒙 っ た傷 の 回復 の た め,多 くの さ し迫 った 仕事 に 追 わ れ て い

るの が 地 方 官 庁 で あ り,そ こに これ 以 上 の 負 担 を か け る こ とは で きな い 。

こ う した 上 で ア ルテ ン シ ュ タ イ ンは 次 の よ うな 縮 少 案 を もち 出 す 。 す なわ ち 。

す で にi二.兵隊 と科 学 ア カ デ ミー で の 測 地 作 業 が 進 んで い る 以 上,ド ー ナ 案 に

あ った 統 計 局 に独 自の 地 理 的 部 門 を 設 置 す る こ と は不 要 で あ る。 ク ルー クの 任

用 に 関 して は,そ の プ ロ イセ ン国 家 統 計 研 究 の 功 績 を認 め る に して も,「 独 立

した思 考 を も った研 究 者(Arbeiter)と して の地 位 を与 え る こ とは で きない 」

と し,そ の仕 事 は 「国 家 経 済 につ い ての,ま た統 計 学 と政 治 算 術 の本 質 と 目的

につ い て の狭 い 考 え方 を表 わ す 」 もの にす ぎず,独 立 研 究 者 と してで は な く理

解 あ る 人物 の 手 中 に あ る有 能 な補 助 者 と して 留 め て お くべ き で あ る。 ま た,

ホー ベ ル ト教 授 は,政 策 的 問題 の数 学 的処 理 に 関す るそ の 高 い 力量 は 否 定 で き
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な いが,統 計 局 の管 理 を任 せ る こ とに は反対 せ ざ る をえ な い,,な ぜ な らぼ,そ

もそ も専 門 学 者 に は 国 家 の 原 則 を理 解 す る こ とは 無 理 で あ り,「 国 家 経 済 は

ホ ーベ ル トに と って は ま った く専 門 外 の 領域 で あ る」 か らで あ る。 かか る人物

に局 運 営 に関 し.卜全 な もの を期 待 す る こ とは で きな い 。両 者 と もに 局 の委 託 に

応 じる 政策Eの 計 算 者(politischerRechner)と して,官 庁 で は な くむ しろ ア

カ デ ミー な い し大 学 にふ さ わ しい場 所 を手 当 てす る こ との 方が 適 策 で あ ろ う.,

財務 省 の考 え は新 た な企 画 や 業 務 拡 大,そ の た め の 人 員 をか か え る こ とで 国

庫 に負担 増 とな るよ うな構 成 と人選 を あ くま で避 け る こ とに あ る。 統 計 局 は 単

に基 本報 告 の収 集 ・配 列 を経 常 業 務 と し,そ の他 に通 常 外 の委 託 作 業 に適 時 従

事 す べ き もので あ って,そ れ を独 自の権 限 を有 した独 立官 庁 に仕 立 て.ヒげ る こ

と には賛 成 しか ね る。 これ まで 以 上 の経 費 を 要す る統 計 局 の構 成 は不 必 要で あ

り得 策 で は な い。 ま た,仮 に クル ー クを局 委 員 とす る こ とを認 め るにせ よ,そ

の給 与 増 額 な らび に参 議 官 とい う身分 も不 要 とす る。 そ の監 督 下 に2名 の補 助

者 をお き,そ れ に は地 誌 編 纂 で 実 績 あ るF,ブ ラ ー トリ ング と外 務 省 の 仕 事 を

通 じW,v,フ ンボ ル トの評 価 を 得 て い た 枢 密 軍 事 参 議 官 デ ュ ボ イ ス を配 置 す る

こ とで 十 分 とす る、,また,ホ ー ベ ル トの方 は,ア カ デ ミーか 大 学 に本 籍 を もた

せ,ク ル ー ク と同格 者 と して局 の委 託 に応 じた問 題 の処 理 に あ た らせ る(給 与

と し.て41300-400タ ー レ ルの 追 加 支 給 分 の み とす る),こ う した もの に留 ま った、,

シ ュ タ イ ン引 退 後,と も に 国 政 を担 当 す る こ とに な っ た ドー ナ とア ル テ ン

シ ュ タ.インで はあ るが,両 者 の 問 に は国 家 統 計 と統 計 局 構 成 に 関す る見 解 に相

違 が あ る こ とが 明 らか に な り,局 の 再 建 は遅 れ る こ とに な る.前 者 の構 想 に は

これ まで の反 省 の 上 に立 った 統 計 局 の 新 た な飛 躍 へ の希 望 が 込 め られ,後 者 に

は統 計 収 集 に対 す る冷 め た 考 え と現 実 の 財 政 事 情 か らす る,拡 大へ の動 きを牽

制 す る姿 勢 が 露 骨 で あ る。

財 務 省 の 意 図 を知 ら され た ドー ナ は妥 協 案 を準 備 せ ざ る を え な い。 ユ809年11

月50づ け の ア ル テ ン シ ュ タ イ ン宛 の 書 簡 が あ る。 この 中 で,統 計 的 観 察 に

よ って恣 意 や 漠 然 と した 私 見,慣 習,先 入 観 や 無 批 判 的 追 従 を排 し見解 の相 違
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を克 服 し,国 家運 営 を規 定 す る必 然 性,ま た立 法 と国 家行 政 が お よ ぼす 社 会福

祉 や 道 徳 へ の 影響,こ れ ら を認 識 す る手 段 を獲 得 す る こ とが で き る。 これ まで

作 成 され て きた多 くの統 計 表 の無 意 味 さ を認 め る の に やぶ さか で は な いが,し

か し反 面,事 実収 集 を然 るべ き 人物 に任 せ る こ とが で きれ ば大 きな実 際 的効 用

を発 揮 で きる し,こ れ まで 先 代 が 怠 っ て き た優 れ た資 料 を次 世 代 に残 す とい う

義 務 を果 たす こ とが で き よ う㌔ この よ うに,以 前 同 様 に統 計 報告 に対 す る期

待 を 表 明 す る 、 しか し,局 の設 立 を遅 ら せ る こ とは得 策で は な い と して,ア ル

テ ンシ ュ タ イ ン案 を受 入れ る こ とにす る 。す なわ ち,地 理 部 門 は放 棄 し地 図 と

地 誌 編 集 作 業 はA.v、 フ ン ボ ル トの 科 学 ア カ デ ミー と少 将G,v.シ ャ ル ンホ ル

ス トの 率 い る 陸 軍測 地 部 に任 せ る,.人 員構 成 で も提 案 さ れ た2名 を クル ー クの

助 手 と して任 用 す る こ とを 認 め,ホ ー ベ ル トも示 さ れ た 形 で の任 務(給 与400

ター レル)に 就 か せ る とい う もの あ り,財 務 省 案 に ほ ぼ 全 面 的 に屈 服 した もの

と な って い る。 また 翌 年3月,財 務 省 か ら そ の 案 に そ った 予 算 額 と して4,zoo

ター レルが 提 示 さ れ て い る。

この ま ま 進 め ば,統 計 局 再 建 は 萎 縮 した 形 で しか 実 現 しな い こ とに な る。 と

ころ が,1810年 に 入 り,ベ ル リンが 首都 と して の 機 能 を と り戻 し,同 年6月4

日,K.v.ハ ル テ ンベ ル クが 国 務 大 臣 に 復 職 し国 家 行 財 政 の さ ら な る改 革 を 推

進 させ る こ と にな り,同 時 に ア ルテ ン シ コ.タイ ンは 閣 外 へ 去 る こ と にな る。 こ

の政 局 変 化 に よ って ドー ナ 案 が 復 活 す る こ とに な る。

8月7日 ハ ルテ ンベ ル クか ら ドー ナの も とに統 計 局 構 成 プ ラ ンの 提 示 が 求 め

られ,B日 に これ に:答え る ドー ナ の 書 簡 が 提 出 され る。 そ こで は先 の 妥 協 案 を

撤 回 し,ほ ぼ 当 初 の もの に近 い 構 想 に立 ち戻 って い る。 ハ ル テ ンベ ル クへ 財 務

省 との 見 解 に相 違 の あ る こ とを 伝 え なが ら も最 初 の 計 画 へ 戻 りたい と述 べ,局

4)ド ー ナ は1809年U月5日 づ け ア ル テ ン シ コ タ イ ン宛 の 書 簡 で い う.「 予 備 知 識 を もた ず,精 神

を もた ず,ま た 真 に必 要 な もの を感 受 す る こ と な しに は,金 塊 を集 め る こ とが で き る とこ ろで も

くず を拾 い 集 め る こ とに な り ま しょ うか ら.… … そ れ だ け一 層 資 料 を収 集 ナ る こ と を.有 能 な 人物

の 手 に任 せ る必 要 が 出 て くる の で す 」[ZurGe5ch1じht,,a.己.C).,S.7)、.こ れ は と り も な お さず,

ホ フ マ ンの 考 えそ の もの で もあ っ た。
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長 に1,5(〕Dタ ー レ ル,2名 の 委.員 そ れ ぞ れ に1.200タ ー.一レル,1名 の 書 記 官 に

800タ ー レ ル,局 経 費 と して600タ ー レ ル,以 上 総 額5,300タ ー レ ルの 玉算 を

も って 臨 む とい う もの で あ っ た 。 そ こに は 「目的 に 合 うよ う組織 さ れ た統 計 局

の さ し追 った必 要」 を感 ず る とあ り,ド ー ナ の意 気込 み が み え て い る 。 さ ら に ,

9月27日 に は ドー ナ の督 促 状 も出 され,統 計 表 作 成 の た め に早 急 に資 料 収 集 と

加.1:が行 なわ れ ね ば な ら な く,こ の ため に これ まで とは違 っ た形 で の書 式 と指

示 が 時 を おか ず 地 方 官 庁 に提 示 され る必 要 が あ る と し,ハ ル テ ンベ ル ク の決 断

を迫 って い る、,

こ う して1810年10174日,「 営 業 政 策 部 局 の も とに い る国 家 顧 問 官 ホ フマ ン

は当 地 の 大学 で の 国 家 学 正 教授 と しで,な ら び に統 計 局 で の 局 長 と して 配 置 さ

れ る」 とす る 勅命 が 下 りる。 これ を受 けて21日,ド ー ナ に よ って 統 計 局 の 内 部

組織 につ い て の報 告 が 国 王 に示 され,局 長 ホ フマ ン,地 理 関係 部 門 委 員 エ ン ゲ

ルハ ル トな らび に 人 口 関係 部 門 委 員 ク ルー ク,書 記 官1名 と し,以 ヒ4名 の 局

職 員 と計5,300タ ーーレルの 予 算 で 臨 む と され た 。 そ の 内 訳 は 次 の よ う に な る51、、

局 長 ホ フマ ン 1,200タ ー レ ル

5)ZurGeschieht♀ ,a、a、0..S.9.つ い で に,後 に プ ロ イセ ン新 体 制 下 で の 国 家 統 計 表作 成 にの り

出 した1816年 度 の.予 算 も示 して お く己R、Boockb,E〃 齪'罐8'"隅S.42.

局 長 ホ フマ ン

委 員(.人[音 「1門:}ク ル ー ク

委 員(地 理 部 門)エ ンゲ ル ハ ル ト

職.員 階言己官 シ ュ トソ クフ ィ ッシ ュ

地 図管 理.者 訊 ー レー ダ ー

地 図管 理 者 シ ュ ミ.ノ ト

会 計 官 シ ュ マ ウ ヒ

用 人 プ リ・.デ マ ン

以一1;人 外.計

地 網 ・報 告作 成 費

計

4、000ダ ー レ ル

1,8〔 旧.タ ー レ ル・

1、800.タ ー レ ル

2,400夕 」一レ ノレ

3,000タ ー レ ル

13,000タ ー レ 」レ

いずれに して も人件費が全体の圧倒的部.分を占め,活 動経費が極端 に少 ない、,すで に各地方官

庁で作成済みの報告 資料.を収撫 し,整 理 ・編纂する ことに統計局の作業が限定 されていたた めで

あ る。
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〔他 に従 前 か らの 給 与800タ ー レ♪レ 大 学 基 金 か ら700ダ ー レルが 加 算)

委 員(人[部 門)ク ルー ク1,500タ ー レ,レ

委 員(地 理 部 門)エ ン ゲ ルハ ル ト1,350タ ー レル

.喜吉己900タ ー レル

言者経 費450タ ー..レノレ

計.5,3009一 レル

2人 の委.員に対 し,た だ ち に局長 の指 揮 の 下 で必 要 な作 業 に着 手 す る よ う に

との指 示 が 下 され た 。25日 に は,内 務 省 の 各 部局 書 記 官 に対 し,保 管 され て い

た資 料.・式 の統 計 局 へ の 移 管 が 大 臣 訓令 と して 下 達 され た 。 こ う して,1810-

10月 末 に,新 た にホ フマ ンの も とで統 計 局 の 活動 が 再 開 され る こ とに な った 。

以上 の紆 余 曲折 をへ て 再 建 され た 統 計 局 で あ るが,そ こ には 一貫 して 内務 省

筋 の統 計 報 告 改 善 へ の意 思 と希 望 が働 い て い た 。.財務 省 との粘 り強 い交 渉 を続

け て きた ドー ナ を支 えて い た もの は ホ フマ ンの 再 建 プ ラ ンで あ った とい え よ う、,

一 時 は財 務 省 と の妥協 を覚悟 し.なが ら も
,こ の プ ラ ン.をな ん らか の形 で 現 実 化

した い とす る意 向 が根 底 にあ った 。 実 に規 模 弱小 な組 織 で は あ り,こ れ が は た

して 国 家統 計 局 とい え るか ど うか疑 問 もあ るが,と もあ れ独 立 した構 成 員 と予

算 を も った機 関 と して 内務.省内 の一 部 局 に組 み 入 れ られ こ とに な った。

IV国 家統計表への途

11810年10月27日 に ハ ル テ ンベ ル クの 改 革 案 「最 高 国 家 官 庁 に 関 す る改 革

令」 が ドリ,統 計 局 は内 務 省 下 か ら内 閣部 門 に属 し行 政 全 般 とか か わ り,改 め

て 国土 の 全般 的 統 計 を作 成 す る官 庁 と規 定 され た,、

ホ フマ ンの も とで の 統 計 局 の 最 初 の仕 事 は まず 地 図収 集 と地 誌 編 纂 か ら始 ま

る。 前 者 は これ まで ア カ デ ミー の 地 理 学 者 や 軍 測 地 部 に よ っ て作 成 され 内局 に

保 管 され て い た 地 図 の 改 定 作 業 で あ り,こ れ に は エ ンゲ ル ハ ル トが 従 事 し,ま

たA.シ コ.レー ダー が 地 図 管 理 者 と して 採 用 され る こ とに な る 。 後 者 は市 町 村

目録 の編 集 で あ り,地 方 官 庁 に 管 区 内 の 市町 村 の 目録 や そ こに生 じた変 化 を報
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告 さ せ 編 集 す る 作 業で あ る。 こ の 地 理 関係 部 門 の作 業 の た め 新 た に0.シ ュ

ミ ッ トが 監 督 官 に採 用 され て い る。

人 口 関係 部 門 の仕 事 は① 人 口 リス トと② 統 計 表 の2つ に集 中す る。 人 口 リス

トの方 は 各地 方 官 庁 の宗 教 担 当者 に作 成 形 式 ・送付 期 日を指 示 して,当 該 管 区

で の 出 生 児 ・死 亡 者 ・婚 姻 者 数 を報 告 させ る もの で あ る。特 に,死 亡 事例 で は

性 ・年 齢 区分 の他 に死 因 別分 類 も試 み られ て い る。

統 計 表 の作 業 は.1810年 の統 計 報 告 を作 成 す る こ とで あ った 。 そ の た め の 書 式

が10月 初 め に ホ フ マ ン自 らの 千 に よ って 起 草 され,こ れ が,1.建 物,U.人

口,m,住 民 の 宗 教 関 係,N.教 育 施 設,V.行 政 施 設,、1.生 業 手 段,こ の

6大 項 目 ・計625欄 か ら な る膨 大 な統.計表 とな る もの で あ った(附 録 を参 照 の

こ と〕δ〕。 これ が.各地.方官 庁 に送 付 さ れ年 末時 の調 査 が 委 託 され た。 地方 官庁 の

表作 成 責任 者 には 内容 点検 と定 め られ た期 日 まで の 返 送 が指 示 さ れ(そ れ に 反

した 場 合 に は 罰則 が 課 せ られ る),不 正 確 な 点 に つ い て は 当該 職 員 に対 し再 調

査 の 労 を命 ず る こ と とさ れ た 。

この1810年 表 は これ まで.各省 庁 とそ れ に関 連 した 行 政 機 関 の も とで 分 散 され

て作 成 さ れ て きた統 計 報 告 が1枚 の 連 結 した 統 計 表 に ま とめ られ た とい う点 に

意 義 を もつ,,統 計 局 に お い て統 一 した 表 作 成 の初 めて の試 み で あ る。 つ ま り,

統 計 局 の も とで 基 本統 計 の 収 集 と編 纂 が.一元 化 す る...Lでの 第一 歩 が しる され た

とい うこ とで あ る。 こ の統 計 表 に よ って 国民 生 活 を規 定 す るす べ て の.基本 的力

と.基本的 関係 の包 括 的 概 括 を試 み る ので あ る。 こ こで 考 え られ て い る 「カ」 と

は 国民 生 活 と経 済 活 動 を 支 え て い る物 的諸 設備 や 手 段 で あ り,ま た 「関係 」 と

6)こ の.1810年 表 の書 式 ほ後 に エ ンゲ,レ に よ り,そ の 論 文 のlllで そ ¢域 こ項 目が 紹 介 され て い る。E.

Erlgel,DieMe由odendcrVulkszlillllmg,mitbcsondererBer〔ick驕ichti目 皿gdcrimpreし1s5isch贈1ユ

S伽t…g・ 脚dt・1㍉Z磁.西 頑 謝 κδ川塩'ゴ・1・θ・P・鵡 ・・伽5オ ・癬'・ ・加 ・8・ ・… 甑Jg.1,1861,5・

161-155.エ ンゲ ル論 文で は こ の1810年 表 が ホ フ マ ン ひ と りに よ って 起 草 され た と な って い るが,

別 の資 料 に よ 矛Lば そ の 素案 は ホ フ マ ンに促 され て ク ルー クに よ って作 成 さ れ て い た とさ れ る 。 ク

ルー ク案 で は 同 じ6部 門 分轄 の も とで 合計590欄 が 設 定 され て いた..そ の 中で 生 業 手段 に は380欄

が あ て ら れ て い た が,こ れ が ホ7マ ン の 手 に よ っ て414欄 に 拡 大 さ れ て い る。 五 加11・・刀α刀4

``7臨〃`.'L`rNα`ゐノゴ「ゐ,ピノr～～δθ・dcnn".,,,."・henStmtJur-dasJahr1848,.RdVIAbt、B.Berlin,18.55,

s.99呂一ll.,〔}1.}.
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は 社 会経 済 に み られ る 人 間 関 係 の こ とで あ る。 こ れ は こ れ まで の 国 土 記 述

(Landesbeschreibung)の 集 大 成 とい う側 面 を もつ 。

この 中で は,分 類 項 目の 拡 充 とい う面 で の 前 進 もみ られ る。 対 象 の特 性 に応

じて ロ∫能 な限 り多 くの 分 類 標 識 を盛 り込 み,そ の 結 果 が 記 載 欄 の多 さ に な って

表 れ て い る。 また,分 類 項 目 を設 定 す る際 に は当 時 の社 会 構 成 を映 し出 そ う と

い う意欲 が うか が え る。 例 えば,こ の こ とは 人 口 を そ の市 民 関 係 別 分 類 にか け

る場 面 にみ られ る。 そ こで は,以 下 の よ うな項]が 設 定 され て い る。 これ は 附

録 に あ るHの3-Dの 全 記 載 項 目で あ る 佑 端 の数 字 は欄 番 号)。

公務,営 業あるい は勤務 に就いてい る15歳 以上男性

官吏

文官 現役 上級公務 員.ト 級公務 員

退役 あるいは待 命111...ヒ級公務 員..F級 公務員

武官 現役 上級将校 卜.級将校 ・兵卒 ・軍楽隊 員

退役 あるいは待 命中 上級将校 下級将校 ・兵卒 ・軍楽隊.員

自分 の地所で生活 している土地所有者,永 小作 人あるいは永借地人

員族領所有者

.rl∫民 ・農民領地所有.者301以 上300..151.4以 下(単 位 モルゲ ン)

市民権 を もった都 市居住 市民

分 限借地人301以.上300-1514以 卜.〔単位 モルゲン)

小作農

公民権 な しの居留民(都 市 ・農村)

利子,学 問や芸術」二の仕事か らの収入,大 取引で暮 ら している者

機械.L:芸,手.1.業,小 売業,旅 館 の経営,等 々で暮 ら している者

手仕事で暮 ら してい る者

学 生

営業で の雇人 と徒弟

管理者 ・監視 人 ・書記,等 々として農業 のもとで

大取引,学 問や芸術上の就業の もとで

機械⊥技,手 ⊥業,小 売業,等 々のもとで

50、51

52,53

54,55

56,57

58

59-61

62

63-65

66

ワ'
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6

6

7
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7

7
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奉公人

主人に対す る奉仕で74

農業 または他営業 の もとで75

15歳 以上 女 性 の場 合 に は,上 か ら公 務 員 と学 生 を除 い て ほぼ 同 じ分 類 項 目が

設 定 され て い る。 これ は 当時 の就 業者 職 業 分類 とい う もの で あ り,か つ 身 分 構

成 表 と して の側 面 も うか が え る。 人 口 総 数 と地 域 分 布,そ の性 ・年 齢 別,縁 事

別,宗 派 別 区 分 とい った 表 象 的 な構 成 か ら社 会 階 層 構 成 へ と一 歩 進 んだ 分 類 と

い え る。

こ の表 の も うひ とつ の 特 徴 は生 業 手段(Erwerbsmittel)に414欄 が あ て られ,

これ が 全 体 の2/3に お よぶ 女ペ ー スを 占 め,他 を圧 倒 す る重 きが お かれ て い る

こ とで あ る(附 録 の4'1を参 照 の こ と)。 経 済 官 僚 で もあ った ホ フマ ンの 意 向 が

強 く反 映 して い る と ころで あ る 。 こ こで は,製 品別 分 類 を基 礎 に しな が ら畜 産,

穀 物 生産,食 糧 製 造,繊 維 ・衣 糧 製 造,金 属 製造 ・加 工,装 飾 品加 工,運 輸 ・

販売 ・流 通,サ ー ヴ ィス,等 々 の 計19分 野 に また が る220営 業 種 が と り挙 げ ら

れ て い る 。 当 時 の手 工 業 や マ ニ ュ フ ァ クチ ャー,工 場,問 屋 や 商 店 とい った経

営 主 体 に 配置 さ れ て い る物 的生 産設 備(施 設 と機 械 ・装 置)な らび にそ こ にお

け る人 的構 成(就 業 者 身分 区.分)を 可 能 な 限 り網 羅 的 に表 示 し よ う とす る意 図

が 読 み とれ る。施 設 で は工 場 や 製造 所,店 舗 ・帳 場,ま た 機械 ・装 置で は炉 や

碾 臼,織 機,紡 績 機 ・紡錘,捺 染机 ・印刷 機 や 製 紙 用 桶,船 舶,等 々,他 方 の

就 業 者 で は親 方 や 自前 で働 く者,職 人 ・徒 弟,補 助 的 雇 人,工 場 主 ・工 場 所 有

者 ・工 場 企 業 家,労 働 者,商 人 や 店 員,等 々,こ れ ら実 に多 様 な分 類 標 識 が そ

れ ぞ れ の 業 種 の 特 徴 に合 わ せ て 記 載 され て い る。 そ こ に は業 種 ご と に必 ず し も

・.貫性 が あ る と はい え ない 形 の 分 類 方 式 が 採 られ てい るが
,こ れ は 当時 の新 旧

さ ま ざ ま な経 営 形 態 の 混 在 を反 映 した 結 果 で あ り,そ れ ら を営 業 経 営 と い う 大

枠 の 中で 強 引 に連 結 した た め に余 儀 な くされ た もので あ ろ う。 こ う した 欠陥 を

.かか えつ つ も,要 は農 林 業 以 降 の物 的 製 造 ・加 工 ・精 製,運 輸 ・流 通 ・販 売,

ま た サ ー ヴ ィス提 供 の各 分 野 に お け る経 営 体 の物 的 人 的構 成 を そ の外 延 量(総
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数)で 把 握 しよ う とす る もの で あ り,後 の 営 業 表 の 原 基 形 態 と もい え る もの で

あ る。 当 時 の 社 会経 済 を 支 え て い た 生 産 諸 力 とそ の もとで の 生 産 関 係 を うか が

う貴 重 な経 済 統計 へ と展 開 して ゆ く可 能性 を 秘 め た 統 計 表 で あ る と はい え よ う。

こ う した統 計 表 が,こ の 後1811,12,14年 に つ い て 作 成 され て い る。 と はい

え,こ の膨 大 な欄 に記 入 と点検 を任 さ れ た 地 方 官 庁 な らび に 自治 体 当 事 者 の 労

苦 は 想 像 に絶 す る 。 そ れ ぞ れ の 地 方 か ら記 入 項 目全 体 に また が り満 足 の ゆ く結

果 が 届 い た とは と うて い考 え られ な い 。 年 を 追 う ご とに,無 記 入欄 の 増 加 して

い た こ とが伝 え られ て い る 。.従い,想 定 さ れ た 図 式(書 式)の 豊 富 さ と は別 に,

結 果 と して 出 て きた統 計 表 は 内容 的 に は 多 くの 欠 陥 を か か え た もの で あ った と

い え る、...・方 の ホ フマ ンのR論 み と,他 方 の 地 方 行 政 官 庁 の 統 計 作 成 へ の 関 心

な らび に力 量 との 問 に は大 きな ず れ が あ った た め で あ る。 雑 多 な 統 計 報 告 を 簡

易.化す る とい う課 題 を 図 式 の 一様 化 に よ って 解 決 しよ う と した もの とい え よ う

が,記 載 項 目の 多 様 さ と分 量 の 大 きさ の た め に そ の 実 際 的 解 決 に は 届 か な い ま

ま に終 わ って い る、,

半 世 紀 後,プ ロ.イセ ン統 計 局 の運 営 を 担 う こ とに な っ た の がE.エ ンゲ ル で

あ るが(1860年4月1日 統 計 局 長 に就 任),当 人 は こ の1810年 表 の 歴 史 的 意 義

に つ い て 次 の よ うに論 評 して い る71。 こ の表 の 包括 さ を ま ず は 指 摘 した 上 で,

「疑 い もな く,非 常 な 明敏 さ を もっ て起 草 さ れ た1枚 の表 の 中 で,国 家 の 状 態

描 写 を完 全 な もの にす る」 試 み とみ る。 そ れ は事 柄 の 単 な る 数 え挙 げ に 終 わ ら

ず 因 果 関 係 を表 示 す る こ と を 目指 し,「 国 家 と社 会 の 物 理 学」 と し て統 計学 を

構 築 す る 新 た な 試 み の ひ とつ と評 価 す る 。 しか し,こ の 図 式 に も とづ い た 調 査

に は 実際 的無 理 が あ る とす る,,す な わ ち,管 理 困難 な 「紙 の 束 」 を と り扱 わ な

くて は な らず,1欄 の幅 を1イ ンチ と し.ても全体 で50フ ィー ト(isメ ー トル)

以 上 の長 さ に な り,表 作 成 を任 され た者 に とっ て は この作 業 は 苛 酷 す ぎ,で き

れ ば避 け た い業 務 以 外 の何 ものて もな い とい うこ とに な る 。 この 「紙 の 堤 防 」

に よ って,プ ロ イ セ ン官 庁 統 計 に望 まれ た発 展 の 流 れ は堰 き止 め られ て しま つ

7)E.EngeLMethoden,a.a.0、,S、151、
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た 。 「も し,ホ フ マ ンに よ り,1枚 の表 の 替 わ りに 独 自 の体 系 的 に 並 べ られ た

一連 の表 が と り入れ られ
,そ の作 業 に応 じて特 定 の領 域 に配 分 さ れ て い た な ら

ぼ,プ ロ イセ ン統 計 の発 展 は初 め か らま った く別 の もの,よ り多面 的 な もの に

な って い た こ とで あ ろ う」 と評 して い る。

事 実 は エ ン ゲル の指 摘 どお り,そ の後 プ ロ.イセ ンの統 計 表 は連 続 形 式 で は な

く,そ の 中 の 同 質 な もの を ま とめ分 離 独 立 させ る とい う方 向 を採 り,複 数 の表

か ら成 る国 家統 計 表 へ と進 んで ゆ く。 ホ フマ ン 自身 も この流 れ を認 め ざ るを え

なか った 。 従 って,ホ フマ ン表 は 含 まれ て い る頃 日の豊 富 さを も って,全 体 と

して 後 の 国 家統 計 表 を組 み 立 て るた め の 素材 を提 供 し,全 体 表 が 個 別 表 へ 分 岐

して ゆ く上 で の 出 発 点 とな って い る。 この 意 味 で,ホ フマ ン表 はそ の後 の プ ロ

イ セ ン国 家 統 計 表 の 「コ:胎とい え る もの で あ った 。

21812年4月24R,ハ ル テ ンベ ル クの 指 令 に よ って 国 家 宰 相 の直 属 機 関 と し

て 会 計検 査 院,国 家 記 録 署,そ して統 計 局 が 配 置 され る。 しか し,戦 時 下 で の

時 代 状 況 は厳 し く局 の 活動 も制 約 を受 け ざ る を え な く,次 の4つ の業 務 に制 約

され て い た。 す なわ ち,① 人口 リス トと統 計 表一 前者 は地 方 官 庁 の宗 務 担 当者

に よ って 当年 の3月1口 まで に統 計 局 に返 送 され,後 者 は ベ ル リ ンで 書 式 が 印

刷 さ れ前 年12月 に地 方 に送 られ,当 年1-2月 にか け て調 査 が お こなわ れ,4

月1日 まで に提 出 され るべ き と され た。 統 計 局 の も とで の点 検 をへ て 国家 概 要

表 へ編 成 され る。 また,特 別 の 抜 粋 表 が 特 定 省 庁 の依 頼 を受 け て作 成 さ れ る こ

と もあ る(例,工 場 表 や 保 健 表)。 ② 価 格 調 査一 重 要 市 場 をか か え た 都 市 に お

い て穀 物 と生 活 必 需 品 の価 格 が 毎 月末 に 調べ られ,当 該 市 長 か ら翌 月14目 ま で

に返 送 さ れ,毎 月 ・年 の概 要 と して ま とめ られ る 。③ 定期 発 刊 文書 ・雑 誌 の 収

集一 省庁 の 要 請 に応 じ,そ の 内容 の抜 粋 が作 成 さ れ報 告 さ れ る,,④ そ の他,省

庁 の 求 め に応 じた 国家 力 の判 断 に役 立 つ 一切 の 事柄 に つ い て の情 報提 供,以 上

で あ る,,

この 中 で,統 計 局 の作 業 の 中心 は や は り統 計表 の作 成 に あ るが,そ れ を継 続
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してゆ くた め に は記 載 内容 の簡 易 化 が 必 要 と な り,分 類 項 目が 削 減 さ れ 記載 欄

が 減 少 して ゆ く(1811年 表590欄,1812年 表478欄,1814年 表 で は420欄)、 、こ こ

か ら,先 にみ た人 口の 市民 関 係 別 分 類 とい っ た報 告 作 成 の難 しい部 分 で は細 分

類 項 目が減 ら され,つ い に は分 類 全 体 が 省 略 され,性 ・年 齢 別 と宗 派 別 分 類 だ

けが 残 る とい う こ と に もな る。 信 頼 に値 す る報 告 提 示 の期 待 で き る項 目 に限 定

して い った 結 果 で もあ るが,簡 易 化 が 表 示 内 容 の 平 板 化 を伴 い つ つ 進 行 す る。

1816年.対 ナポ レ オ ン戦 争(「 解 放 戦 争 」)が 終 結 す るが,こ れ に よ っ て も た

らされ た 領L拡 大 な らび に 行 政 組織 の 再 編 成 の 中 か ら,ラ イ ン河 周 辺 の西 部 地

域 を含 ん だ新 た な プ ロ イセ ン国 家 に対 す る統 計 表 が 望 まれ る こ と に な る、:、統 計

局 は これ まで どお りの 人i...1リス トと統 計 表(434欄)の 作 成 をす べ て の 県 庁 に

要 請 した 。 とこ ろが,こ れ に対 し新 た に プ ロ イセ ン に編 入 され た 西 部 諸 州 の 当

局か ら,報 告 が あ ま りに も広 範 にす ぎ る との 非 難 が 出 て く る。 と りわ け,ヴ ェ

.ス トフ ァー レ ン州 長 官 のF,v .ヴ ィ ンケ(か つ て シ ュ タイ ンの もとで 国 政 改 革

に参 与 し,.イ ギ リス 自治 制 度 に詳 しか った)な どか ら は報 告作 成 を 実 行 不.口∫能

とす る解 答 が あ り,西 部3州 の 長 官 と ホ フマ ン との 協議 が もた れ た りもす る。

事 実,16年 表作 成 は遅 々 と して 進 まず,ま た 西部 諸 州 か らの報 告 は極 め て 不 満

足 な もの で あ った 。 これ をふ ま え,さ らな る簡 易化 の 方 向 が探 られ統 計 表 が 大

幅 に縮 小 さ れ る。1817年 表 で は,① 建 物(公 的 ・私 的),② 住 民(性 別,年 齢

14以 下 ・15-60・61以 」=の3区 分 〉,③ 婚 姻 者,④ 軍 務 服 役 者,⑤ 宗 派別 住 民,

⑥ 家 畜 と主 分類 項 日数 で は変 わ らな い もの の,ホ フマ ン表 に あ った住 民 の.市民

関 係 別 区分 や 生 業 手 段 分 野 が 省 か れ,欄31へ の大 幅 な減 少 とな る 。 こ う した

統計 表 な らび に 人 口 リ ス トの作 成 が1822年 まで 毎 年 続 け られ た 。

と はい え,ホ フ マ ン表 の も と も との 考 え,統 計 表 に よ っ て 国 家 の 「力 と関

係 」 の現 状 を知 悉 す る とい う構 想 が 立 ち消 え に な った わ けで は な い 。1819年 表

で は17年 簡 易表 で は 除か れ た生 業 手 段 分 類(営 業 経 営 分 類)と 住 民 の職 業 分 類

(手工 業 者 分 類)と が 合 体 しなが ら独 立 の 営 業 表 と して 復 活 し,3枚 の 統 計 表

体 系 に な る。 ま た,1822年 表 に は学 校 二教 会 表 と保 健 表 が 加 わ り,5枚 の統 計
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表 か ら構 成 され る報 告 様 式 が 形 づ くられ る。 同 じ1822年 に,行 財 政 業 務 の 簡 易

化 の た め に設 け られ た検 討 委 員会 に よ っ て,毎 年 の統 計 表作 成 を3年 お きに す

べ し との指 令 が 下 りる。 ホ フ マ ン もこ れ に 同調 し,以 降5.本 柱 の プ ロ.イセ ン国

家 統計 表 が 毎3年 ご とに作 成 さ れ る こ とに な る㌔

この 間,1815-26年 まで は戦 後 の ヨーーロ ッパ社 会 の あ り方 をめ ぐる 国 際 会 議

へ の 出 席,ま た ハ ル テ ンベ ル クの 顧 問 格 で の 財 政 問 題 や 立 法 の た め 活 動 が は さ

み,ホ フマ ンの 統計 局 で の 指 導 者 と して の 活 動 は手 薄 にな りが ち で あ った とい

う。 ま た1827-34年 は財 政 緊 縮 の あ お りを くら い,予 算 削 減 と活 動 縮 小 とい っ

た 停 滞 期 を は さむ,,と は い え,3年 お きの 国 家 統 計 表 の 作 成,省 庁 の要 請 に応

じての さ ま ざ ま な個 別 問 題 に 関 す る報 告 資 料 の 作 成 提 示,ホ フ マ ン 自身 の著 作

に お け る局 資 料 の 利 用 と報 知,ま た 局 資 料 を利 用 した退 役 官 僚 に よ るプ ロ.イセ

ン経 済 の研 究,等 々 を通 じて,必 ず し も脚 光 を あ び る仕 事 とはみ な さ れ なか っ

た もの の統 計 局 に よ る国 十記 述 の作 業 が 営 々 と続 け られ て ゆ く こ と にな る。

3先 に紹 介 した エ ンゲ ル の論 評 に は,ホ フマ ン表 に対 す る も う ひ とつ の 批判

が あ る。す なわ ち,調 査 リ ス トと報 告 表 とは 本 来 そ の書 式 が 相 互 に独 立 して い

る もの で あ る の に,両 者 の 間 に は な ん ら の 区 別 も設 け られ て い な い,と ㌔

1860年 代 まで の プ ロ.イセ ン官 庁 統 計 の特 徴 で あ るが,こ れ が 「有 害 な要 素 」 を

もち込 んだ と し.てい る。60年 代 後 半 に人 口調 査 を皮 切 りに調 査 員 を介 し世 帯 個

票 を用 い た直 接 調査 が 実 施 され る まで,調 査 とい うの は既 存 記 録 ・資 料 に あ る

数 量 を書 式 欄 に記 入 す る作 業 を指 して い た 。 家 畜 登 録 教 会 ・住 民 名 簿,地

.誌 ・市 町村B録,土 地 台 帳,手 工 業 者 〕録,関 税 ・消 費税,ま た 階級 税 ・土地

税 ・営 業 税記 録,等 々 の在 地 当 局 に よ っ て収 集 さ れ保 管 さ れ て い る 行財 政資 料

が統 計 報.告に転 用 され,こ の 中か ら結.果 と して さ ま ざ ま な統 計 表 が作 成 さ れ て

鱒 拙 稿 「ドイ ラ.証会 統 計 に お け る 国 家 営 業 表 の成 」均r社 会 シ ステ ム研 究1京 都 大 学,第3号.

2000qI2月,を 参 照.さ れ た い〔=

9)E.E118ヒk,Method,.,a.a・0・S.155.



プロイセン統計局の設立と国家統計表 〔2)(119!17

い た。 従 い,そ こに は特 別 の調 査 票 は不 要で あ り.中 央 か ら下 りて きた 報 告 書

式 に既 存 数量 を転 記す る こ とが 調査 とみ な さ れ て い た 。調 査 票 と報 告 形 式 に区

別 が な い とい うエ ンゲ ル の指 摘 は そ れ を衝 い て い る、,当時 は 一般 的 に は調 査 票

を もた ない 統 計 作 成 で あ った 。 これ が た め に,報 告 書 式 は既 存 資 料 の 性 格 に

よ って規 制 され,統 計 表 は報 告 書 式 そ の ま ま の形 式 を伝 え な くて は な らな い と

い う関係 が 出 て くる。 こ こで い う統 計 とは地 方在 地 官 庁 の記 録 資料 の総 括 な の

で あ る。 従 い,そ こに は調 査 の 目的 を ど こに お き何 を くみ 挙 げ るか(つ ま り調

査 票 の 設 計),お よ び そ れ に 連 な る..一連 の 運 用 問 題(実 査,集 計 ・分 類,整

理 ・公表 〉 を ど う処 理 す るか,ま た結 果 の信 憑 性 を い か に確 保 す るか,す な わ

ち統 計調 査 に 固有 の課 題 に 関す る検 討 が.省略 され て い る。 上で エ ンゲ ルの い う

「有 害 な 要 素」 とは,調 査 に独 自 の これ ら問 題 を消 失 させ る こ とを い うの で あ

る、,これ が60年 代 まで の プ ロ イセ ン統 計 を制 約 す る。

プ ロ イセ ン統 計 局 は,系 統 が 別 々で しか も多分 野 に ま た が り有機 的 関連 の な

い まま に総 監 理 府 に集 ま って きた雑 多 な資 料 収 集 を整 理 し整 合性 を もた せ,そ

の報 告 結 果 に現 状 把 握 と政 策 提 言 の た め の 有効 性 を確 保 させ よ う とす る意 図 の

も とで 設 立 され た 。 ホ フ マ ンの も とで,統 計 局 に と って は,報 告 形 式 に整 合

性 ・統 一 性 を もた せ,報 告 内容 に 国 家経 済 と国民 生活 の概 括 を 可能 に さ せ る要

素 を盛 り込 ん だ書 式 を準 備 す る こ とが 最 大 の任 務 とな った 。 とは い え,こ れ は

あ くまで既 成 の記 録 資 料 を前 提 に した 書式 様 式 と分 類 項 目の設 定 に 限 られ,そ

れ を こ えて独 自に 調査 を企 画 し実 施 す る とい う もので は な か った。 従 い,報 告

作 成 にお け る全 体 網 羅 性(悉 皆 性)と 信 頼 性,統 一 性,ま た報 告 表 示 に お け る

整 合性 と体 系 性,こ れ らを統 計 に独 自 の問 題 と して検 討 ・吟 味 す る必 然 性 を か

か え る こ とに は な らなか った。

統 計作 成 に お い て統 計 局 がL導 権 を握 る まで に は至 って い な い段 階 に あ り,

所 与 の資 料 の収 集 と編 纂 とい う制 約 され た枠 の 中で の統 計 作 成 業 務 で あ った 。

組織 的 に も局 長 と2名 の委 員,そ の他 数 名 の補 助 者 の構 成 で あ った。 これ は,

局 の業 務 が 專 ら報 告 資 料 の収 集 ・編 纂 に 限 られ て お り,自 ら調 査 を企 画 ・実 行
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す る必 要 の な い こ との裏 面 で あ る 、,また,内 務 省 とい った 強力 官庁,ま た 内 閣

や 宰 相 に附属 ・寄 生 す る こ とで しか存 続 で きな く,そ の.上位 官庁 も上 述 の よ う

に再..三変 わ る こ とに な った。 官 庁 機 構 と して の統 計局 の 力量 は弱 小 で あ り,そ

の 要 請 や指 令 に対 す る地 方 官 庁 の反 応 は鈍 い。 これ は行 政機 構 全 体 覗)中で もつ

統 計 局 の 地位 の低 さ と権 限 の弱 さ の反 映 に他 な らな い。

さ らに 考 えね ば な らな い点 は,19世 紀 前.半に お い て は統 計 が い ま だ社 会 の公

器 とは な りえ て い な い,と い う こ とで あ る。 当初 は あ くまで 国王 親政 の た め の

私 的情 報 と して 要請 され て い た もので あ り,次 いで それ が 中央 省 庁 の,さ らに

は 行 政 全般 の基 礎 資 料 と して,利 用 す る行 政 機 構 の範 囲 は拡 め られ て は ゆ くが,

主 目的 は あ くまで も最:上位 官 庁 の所 轄 業 務 遂 行 の た め の道 具,つ ま り一方 的 に

地 方 か ら中 央 に くみ 上 げ られ,中 央 権 限 の廻 りに い る者 だ けが 利 用 で きる私 物

に 留 ま って い た1㌔ 統 計 報 告 書 と して 公 表 され,国 家 ・自治体 機 関 全 般 お よ び

社 会 各層 か らの 要 請 に応 え る 汎用 的資 料 で は なか っ た。 これ が い わ れ る の はや

は り1840年 代 後 半 の社.会動 乱 を経 た世 紀 後 半 の.ことで あ る。 当時 の ドイ ツ社 会

で は,世 論 形 成 や 政 策 審 議 ま た実 証 研 究 の た め に統 計 資 料・を必 要 と し,そ の た

め に信 頼 の お け る統 言1.作成 を国 家 当局 に迫 る とい う動 きが まだ 出 て きてい ない 。

あ くま で官 僚 に よ る国 家 統 治 のた め の道 具 に終 始 し,統 計 作 成 と利 用 に 関す る

市 民参 加 が み られ ない 、,ここか ら,統 計 報 告の 信 頼 性 につ い て の議 論 も官 庁 内

部 で の不 満 や 批 判 に留 ま り開 か れ た 形 で の 統 計 吟 味 は な く,社 会 各層 か ら の期

待 に応 え,ま た批 判 に耐 え う る資 料 作 成 ・公 表 まで は進 んで い な い。 また,公

器 た りえず 官 庁 の内 部 資 料 に留 ま って い た が ゆ え に,エ ンゲ ル に よ っ て 「紙 の

束 」 と揶 揄 され る よ うな膨 大 な欄 を連 結 させ た 報 告 形 式 の ま ・に終 わ っ てい た 。

個 別 官 庁 の必 要 に応 じて そ の 部 分 を抜 粋 して提 供 す る こ とが 利 用 の 基 本 形 式

で あ っ た.、報 告 が 整 理 され 要 領 よ く配 列 され,国 民 各 層 が 利 用 で きる体 裁 を整

/0)ホ フマンが局長時代には統計局で編纂された資料は統計報告書としては公刊されてはいなく,

その多くがホフマンの個人著作の中で利用されるに留まっていた。ホフマンの旺盛な執筆細動に

ついてはべ.・クが 『発達1畑 の中で.1節を割いて紹介 しているので参照のこと。R.B・Cckh,En.

どτεpfrε々缶η滞,S.58一臼3.
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え なか った 。 こ う した活 動 段 階 に留 ま っ て い た のが 創 設 か ら19世 紀4(1年 代 まで

の プ ロ イセ ン統 計 局 で あ った1㌔

1834年10月 に ホ フマ ン は後 任 者 と して 枢 密 参 議 官K.デ ィー テ リチ を指 名 し,

当人 は 同年12月 ベ ル リ ン大 学 教 授 にfT:命 され,翌 年7月 に は統 計 局 の補 助 研 究

者(Hilfsarbeiter)に 就 き ホ フ マ ンを援 助 す る こ とに な る。 そ の 後1844年6月

7口,統 計 局 が 内務 省 か ら商 務 庁 へ 移 管 され る の を機 に ホ フマ ンは局 長 を 辞任

す る。 こ う して ホ フ マ ンに指 導 され.そ の個 性 と強 く結 びつ い て い た プ ロ.イセ

ン統計 局 の活 動 もデ ィー テ リチ の指 揮 の も とに新 た な段 階 を迎 え る こ とに な る 。

お わ り に

ホ フマ ンの活 動 を ア ッヘ ン ワー ル ・ シ ュ レー ッ ァー の段 階 を越 え る もの とす

る評価 が あ る1%単 に 国状 記 述 の た め の 資 料 収 集 ・整 理 に終 わ る こ とな く,経

済 理論 と財 政 ・経 済 政 策 の基 準 の有 効 性 を判 断 す べ くそ の成 果 を統.計表 か らひ

き出 そ う と し,こ の点 で 政 策 的 に よ り積 極 的 な.面が 含 ま れ て い る とす る、,しか

し,こ の積 極 性 は国 家 宰 相 に経 済 官 僚 と して密 着 して い た ホ フマ ンの特 殊 な立

場 か ら出 て くる もので あ って,こ れ ま でみ て きた よ うに,統 計 局 に よ る統 計 表

作 成 の 基本 的観 点 はや は り国状 記述 の それ を踏 襲 した もの とい え る。 国家 経 済

と社 会 生活 の可 能 な 限 り多面 的包 括 的 な把 握 を利 用 可 能 な既 存 資 料 を駆 使 して

試 み て い る 。 これ は1別0年 表 で,ま た そ の後 の分 岐 した 国家 統 計 表 で もみ られ

る よ うに,扱 う分 野 の多 様 さ,分 類 項 目 と標 識 の数 の多 さ に表 れ て く る,、多 方

面 か らす る国 家 内諾 事項 の悉 皆 把 握 を 目指 す もので あ り,国 状 記 述 の精 神 の延

長 線 上 に あ る もので あ る。

n)国 家 統 計 表 が 統 計 局 の 公 刊 物 と し て 出 版 さ れ る の は ⊥843年 表 に 対 す る,P'閃 耀'∫齢{・加'

了ヒzうf'勧48∫ ♪ノそ7{∫∫航海 ・〃5ω`螂 照 訪4召r酬 痂rん`ぞηA冥 加α伽fぬy激 励5184ahfsg.vo11

】)i鯉ricl,W..昼erlin,1845.を 嚆 矢 とす る.拙 稿 「ドイ ツ社 会 統 計 と営 業 調 査1「 経 済 学 研 究 』 九

州 大 学,第66巻 第3号,1999年12月,を 参 照 され た い。 ま た,184851か ら は デ ィー テ リヴ.の 責任

の も とで 定 期 報 告 書 と して,M濯 加 〃碑g朋4欄 舘α観 庶 加 ηB1鷹 αぬ ゴ7τ及r加,が 公 刊 さ れ,

1860年 まで 継 続 す る。 こ の後 は エ ンゲ ルの もとで 統 計 局 の 資料 公 刊活 動 が全 面 化 す る 。

12}0.Behrヒ,G65`痂`.her,S.ヨ89.

L .
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ユ9世紀 に 入 って早 々,対 ナ ポ レ オ ン戦 争 に お け る大 敗 北 を経 験 す る 中 で プ ロ

イセ ン国 家 の非 力 さが 赤 裸 々 に され る。 それ と と もに伝 統 的 な 国状 論 へ の これ

まで の信 奉 も崩 れ てゆ く。 国家 基 本 制 度 の記 述 に終 始 す る こ とな く,そ の 中 に

経 済 活動 や 国 民 生 活 を規 定 す る要 因,し か もそれ らに 関す る数 量 表示 をrlf能 な

限 り多 く と り込 み,国 家 と社 会 の実 証 的 把 握 を 目指 す と ころが ら国 十記 述,あ

るい は 国土 誌(Landeskunde)と もい うべ き新 た な 動 向 が 出 て きた 。 これ は 国

状 記 述 の枠 を こえた 国 力 と社 会 関 係 を知 悉 しよ う とす る社 会 経 済 誌 へ の展 開 で

あ る、、 ホ フマ ン表 はそ の 代 表 例 とい え よ う、,さ らに,そ の 表 に あ った膨 大 な項

目を分 離 し整 理 す る 中か ら国 家 統 計 表 が 構 成 され てゆ く。 しか しなが ら,こ の

国家 統 計 表 は その 作 成 様 式 の 面 で は これ まで の や り方 に変 革 を もた らす こ とは

で きなか った 。 つ ま り,直 接 の 統 計 調 査 で は な く,既 存 の 行 財 政 資 料 の事 後 的

な編 纂か ら作 成 され る とい う様 式 で は これ まで とは何 ら変 わ りは なか っ た、.,

ユ840年 代 後 半 以 降,国 家 制 度 の枠 を こ え る広 範 な しか も動 態 的 な社 会 経 済 現

象が 現 出 して ゆ く中,国 土 記 述 の様 式 を もって して は把 握 不 可 能 な事 態 が 大 量

に現 出 してゆ く、:,ここか ら,積 極 的 に調 査 を企 画 ・主 導 し,国 家 と社 会 の形 成

要 國 の 大 き さ(規 模 〕,内 部 構 成,変 化 を そ の 現 状 の あ るが ま ま に把 握 す る必

要が 出て くる。 この 作 業 が 統 計 局 に任 され る。 統 計 表 にあ った 分 類 項 目 を統 計

調 査 票 の 調 査 項 目へ と転 化 す る,つ ま り調 査 主 体 と調 査 客 体 〔被 調 査 者)と の

関係 を勘 案 しなが ら必 要 な 調 査 項 目 を選 別 し,直 接 質 問 が 可 能 な項 目 に編 成 す

る とい う課 題 が 生 ず る。 この 中 か ら社 会 統 計 的 認 識 の 独 白性 は 何 か とい う問 題

が 意 識 され,そ の 角 度 か ら調 査 票 に映 し出 す 対 象(社 会 的 集 団)と 調 査 票 の 設

計 と運 用 に関 す る理 論 的 実 際 的 問 題(組 織 的 集 団 観 察)を 考 察 す る条 件 が 出 て

くる。 と り もなお さず,こ れ が ドイ ツ社 会 統 計 学 の 成 立 条 件 とい うこ とにな る。

とはい え,こ れ は19世 紀 中 葉 以 降 の 社 会 激 動 を前 に して,統 計 局 が 受 身 の 資 料

収 集 で は な く積 極 的 に 調 査 を企 画 し主 導 して ゆ く1860年 代 以 降 の 段 階 まで 待 た

ね ば な ら なか った 。

こ う考 えて ゆ くと,統 計 局 の 設 立 とホ フマ ンに よ る再 建 の 歴 史 的 意 義 は,社
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会 統 計 を国状 論 の呪 縛 か ら解 放 し,国 土 記 述 とい う形 で 社 会経 済 と国 民 生 活 の

全 体 的 数 量 像 を統 計 表 の 中 に描 写 しよ う とす る試 み を提 示 した こ と に あ る。

1860年 以 降,包 括 的 な統 計調 査 を 介 して 自 ら資 料 を 収 集 し,そ れ を用 い て 社 会

的 諸集 団 の 規模,構 成 と変 化 を捉 え,同 じ く ドイ ツ社 会 の 全 体 的 数 量 像 獲 得 を

目指 した と こ ろ に ドイ ツ社 会 統計 が 成 立 し.てゆ く。 国 状 論 を克 服 した その よ う

な 社 会 統 計 が 登 場 して くる ま で の 過 渡 的 段 階 に あ っ た の が,シ ュ タ イ ンや ク

ルー ク,と りわ け ホ フマ ンの 名 と結 びつ い た統 計 局 で あ った とい え よ う。
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【附 録 】

ホ フマンの起草 による1810年 統計表

1.建 物

1.種 類

性

数

険

総

保

物

災

特

建

火

ワ一
3

4

畜小屋,等 々の12区 分

査定額,等 々の7項 目

H.人 口

1,性 ・年 齢 別

2,婚 姻 関係別

人[総 数

共棲 してい る夫婦数

3市 民関係別

1)公 務,営 業あるいは勤 務に就 いている15歳 以 ヒ男・「生

官吏,..h地 所有者 ・借地 人,由 民,分 限借地人,小 作農,居 留 民,学 生,営

業での雇 人 と徒 弟,奉 公 人

2:115歳 以上未婚婦 人,自 前 の営 業あるいば勤務 に就 いている婦人 と寡婦

土 地所 有者 ・相続者,市 民,分 限借地 人,小 作農,居 留民,営 業での雇人 と

徒 弟,奉 公人

3)政 府 の特別監視 卜.にあ る者

困窮 のため 公的扶助 を受 けて個 人住 宅に暮 らす者,公 的施設 に収容 されて

いる者,精 神 錯乱で施 設に収容されてい る者,そ れ らの総数

犯罪 のため 不 法な放浪 と犯罪傾向 のため行 政監察下 にあ る者,更 正施 設収

容 者,逮 捕 者,被 告と して収監 されてい る者,判 決 を受 げて刑

務所や要塞 に収容 され ている犯罪 者,そ れらの総 数

院,教 育施設,行 政施設,個 人住 宅,工 場,納 屋 ・家

々 の12区 分 1-12

の葺 方則に建物の δ区分 1318

19

社の保 険総額,私 的保険業者 の保険総額,火 災損 害の

々 の7項 目 20-26

6以 下 ・7-1415一 【919-45456061以 上 合 言i. 27-33

6以 下i-1415-45哺一6〔 〕61以 上 合 計 34-39

40

1生/未 婚者,死 別者.離 別 者,既 婚 者 4]一44

性/未 婚者,死 別者,離 別者、既婚 者 45-4呂

る夫婦数 49

皿.住 民の宗教 関係

1.ル ター 派 教区教 会,参 集所,牧 師,教 理教 師 宗派住民

2,改 革 派 教区教 会,参 集所,牧 師,教 理教 師,宗 派住民

3.ロ ーマ カ トリソク派 教区教 会.参 集所.司 祭.修 道 院 と修道L・ 格道女,宗

派住民

4.メ ンノー派 参集所,宗 派住民

5.ユ ダ ヤ 教 参集 所,保 護 ユ ダヤ家族 と人数.許 容 外来 ユ ダヤ 人,ユ ダヤ教信

者

50-75

76-92

93-107

]08122

123..127.

128-132

1、「.教 育施設

L初 等 学 校 公立学校,認 可学校

2.市 民 ・中等学校一 一般.iliN学校,.下 級特 殊学校(例,手 工業者製図学校)

3,高 等修 養施設 ギ ムナ ジュウム,高 等特殊学校,大 学,学 生

4.学 問 ・美術 ・工芸 ・農業促 進のための公的に認 ロfされた団体

133-146

147、149

149-153

154-161

162176

166-191

192,193



プロ イセ ン統計局 の設 立 と国家統計表(助 〔125)23

V.行 政 施設

1,公 安

2.清 掃 と.便宜

3.M防 施 設

4.保 養 施 設

轟.救 貧 施 設

.ド紐警察官,夜 警,治 安の ため昨年度の拘束者

街燈,噴 水.街 路清掃荷車

各種の消火器,防 火桶

医者 ・外科 医 とそれ らの職人 ・徒 弟,薬 師 とその職 人 ・徒弟,

産婦,獣 医

扶養基金,扶 養設備 と団体

VI.生 業手段

1.家 畜 ・肉 ・脂肪商品 〔家畜5種 類 と14業 種)

家畜,家 畜関連営 業就業者,搾 油場,石 鹸 ・蝋燭製造場 と就業 者,'

絹 一膠1場 と労働 著,等 々

2.皮 革調整 と虹ロユ:(5業 種)

製革業就業 者1:親 方 ・[揚 土 と職人 ・徒弟 ・労働 者〕,毛 皮韓 ・晒工 場 と装背,

皮革加1:業 者 〔:親方と職 人 ・職人),皮 革加工 々場 と労働 者,等 々

3.木 材加L(13業 種)

製材.f:場と機械,木 材`か日工 業者,炭 酸 カ リ・ター ル採取 ・δ歴青 ・

場 と労働者,等 々

4.穀 物 と穀物W"(11業 種)

穀物取引高(商 人 と雇 人),製 粉τ二場 と装 置,穀 粒 製造 場,穀 粉関連営業者,

酢 製造場,ビ ール醸造 ・火酒蒸留場 と就業者,酒 場.等 々

5、 他植物 の もとでの生業(8業 種)

野.菜・果樹 栽培 者,ワ イ ン商人 と雇 人,タ バ コ..「場 と労働者,

働者,綱 製造 業者 〔親方 と職 人〕,等 々

5,金 属取得 ・精 製施設(30業 種)

採 鉱場 と労働 茗.,銑 鉄 ・鋳鉄 ・棒 鉄 ・鋼鉄 製造工場 な らびに設備 と労働者,

各種金属加ユ:・精 製.∫:場と労働者,鉄 ・鋼 ・兵器L場 と労働哲,各 種金属.丁∵

「 ..[業 就 業者 〔親方と職人 ・徒弟),金 属織物 ・染色1二場 と労働者,等 々

7.他 採掘物取i号 ・精製施設 〔:20業種)

砕石 ・採炭工場 と労働:蓄.陶 磁器 製造 場,ガ ラス ・競τ二場 と労働 者,石1二,

石材加工 ・精製 業者,硝 石 ・火薬].場 と労働 者,明 礬 ・硫酸 ・硝酸 製造施設

と労働 者,釘 「笹i:場 と労働 者,等 々

8.繊 維美 し20業種)

鷺蒸鰈 瓢欝欝 欝 難 事届騒「
KW[AtitAchi,.M$・ 一 ・場・労蝋 ・　 一 ・・ 「

11,羽 毛 加 エ(.1業 種)羽 ペ ン工場 と労 働 者,羽 毛取 引 高,羽 毛細.1.:師

12.ブ ラ シ製造.1場 臼 業種)労 働 者

13.コ ル ク裁 断1:場 〔1業 種 〕 労働 者

14,角 ・鯨 骨 ・.亀甲 ・螺 鈿 ・象 牙 加工 口 業 種)

関 連 加工 ・細 工就 業 者 〔親 方 と雇 人 ・労働 肴}

361-419

420-457

458-524

525-535

536

537-539

540

511

.

1542.546
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15,藁 ・靭皮加1:(1業 種)関 連加工作 業の労働者

16.起 製造者1:1業 種,親 方 と職 人 ・徒 弟 ・雇人

17.装 飾品(1業.種)

製造企業 家 と取 引商,労 働者,装 飾 品関連手.L業 者

18.学 術 ・美術 および公 的慰安 に関連す る もの1:18f$)

書 籍類印刷場 と機械,書 籍 類取 引商 と就業者,美 術 ・工 芸就 業者(親 方と雇

人),芸 術 家,楽 器.製造場 と就.業者 〔親ノ∫・.L場 主 と雇 人 ・労働 者).芸 能娯.

楽就業者(役 者'楽 隊 と補助者〉,等 々

19.商 業 ・流通全般 に関連す るもの(U業 種)

卸売 商 ・金融.業の帳場 と就業者,小 売商 の店舗 と就業者,各 種仲 介取 引業者,

海E・ 河 川運輸業 の設備(船 舶〕 と積荷能 力お よび就 業者 〔:船頭 ・操舵 手 と

水夫〕.荷 馬申運輸業の御者 ・馬 車ならびに馬匹,旅 館 ・飲食業者,零 細商 人,

等.々

547一 討9

550、551

553-555

556-593

594..625

注;右 端 の 数 字 は 欄 番 号 を 表 わ す.

出 所:E.Erlge1,DieMethodenderVolksz亘hluπ 」k,miτbe50ndcrerBerncksiehligun図derilnpr巳u.

・・i・ch・・Sm・ ・t… 【・9・w・.d・n,Z翻 ・んゆ 議・・κ テ♪・κ働 丹 麟 ・勲 ㎝5顧 ・廊 ・励 枷 擢 ・へJg.

1,1861,S.15三一155.


